
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻労働基準監督署 

～ ルールを守って復旧・復興 絆で広げるゼロ災害 ～ 

 平成２３年３月１１日発生した東日本大震災は、当署管内の沿岸部を中心に甚大な

被害をもたらしました。 

 震災から１年半余が経過し、管内では復旧・復興工事や、災害廃棄物の処理業務が

盛んに行われておりますが、工事量の増大を背景に建設現場での労働災害が増加して

います。また、今後、港湾関係の工事や道路工事、新たな宅地の造成や災害公営住宅

の建設等が本格化する中、建設現場での災害の増加が懸念されるところです。 

 このような状況を踏まえ、宮城労働局では、今般、「みやぎ復旧・復興工事ゼロ災

運動」を主唱し、復旧・復興工事での労働災害防止に向けた気運を高めるとともに、

建設事業者・労働者の方々を始め、関係業界団体・発注者・関係行政機関と歩調を合

わせた安全衛生活動への取組を強力に推進することとしておりますが、当署において

も独自の実施要綱を定め、標記ゼロ災運動を展開していくこととしています。 

 

 



 

 

 

○ 「安全宣言」活動 
 ① 経営トップの方自らが「安全宣言」を行い、労働災害防止に向けた強い決意を表明してくだ 

   さい。  また、安全宣言は、入場・施工する現場へ掲示を行ってください。 

 ② 各現場においては、①の「安全宣言」を現場に掲示するとともに、現場責任者が現場独自の 

   安全宣言を行い、各現場における安全意識高揚を図りましょう。 

   ※ 安全宣言に関する様式は、監督署窓口で配布するほか、宮城労働局ホームページからダウンロードする 

     ことができます。 

 

○ ゼロ災運動用安全旗の掲揚 
   各現場においては右記の「ゼロ災運動用安全旗」を掲揚し、 

   ゼロ災運動の実施について、内外にアピールしましょう。 

   ※ 安全旗は、建災防宮城県支部で販売しております。 
 

○ その他の取組 
 ① 現場安全の日を設定し、安全大会やパトロール、一斉清掃等の取組を行い、作業員の安全意 

   識高揚を図りましょう。 

 ② 全国安全週間等の機会に標語の募集等を行い、作業員の安全意識の高揚を図りましょう。 

 ③ 上記のほか、現場独自の安全意識高揚の取組を積極的に行いましょう。 

 

 

 

○ 共通事項（基本的な安全管理体制の徹底） 

 ① 元方事業者による作業間の連絡調整、作業開始前のミーティング、作業場所の巡視、ＫＹ活 

   動やリスクアセスメントの確実な実施を通じた、危険の排除 

 ② 雇入れ時、作業内容変更時における安全衛生教育の実施 

 ③ 作業主任者及び作業指揮者の選任及び職務励行 

 

○ 工種別重点対策事項 

≫ 土木工事                 ≫ 木造家屋建築・改修工事 

 ① 建設重機・移動式クレーンの安全対策     ① 墜落・転落防止に向けた安全対策 

 ② 荷の積込・積卸作業中の安全対策       ② 木材加工用丸ノコによる災害防止対策 

 ③ 土砂崩落防止に向けた安全対策       

 ④ 墜落・転落防止に向けた安全対策      

 

≫ 鉄筋・鉄骨コンクリート建築・改修工事   ≫ 建築物等の解体工事 

 ① 墜落・転落防止に向けた安全対策       ① 解体用重機（ニブラ・グラップル）の安全対策 

 ② 荷の積込・積卸作業中の安全対策       ② 墜落・転落防止に向けた安全対策 

                         ③ 石綿ばく露防止対策 

 

《災害防止重点対策事項》 
 

《安全意識高揚の取組》 

石巻労働基準監督署 平成 24年 12月作成 

※ 宮城労働局ホームページに、本運動の実施要綱等の詳細を掲載しておりますのでご覧ください。 

  宮城労働局ホームページアドレス http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 


